
 

 

 

 

 

   
 
１⽉に計画策定の考え⽅や⾻⼦をまとめた「新たな中期計画の基本的⽅向」を公表しましたが、こ

の度、「横浜市中期４か年計画 2018〜2021」（素案）を取りまとめました。 
 今後は、パブリックコメントを通じて、素案に対する皆さまのご意⾒をお伺いし、９⽉頃の原案策
定を⽬指します。 
 
 
■計画期間                                         
 2018（平成 30）年度〜2021（平成 33）年度の 4 年間 

 
■計画の構成                                        

これまで築いてきた実績を礎に、将来に向け、横浜をさらに⾶躍させるために、2030（平成 42）年
を展望した中⻑期的な戦略と計画期間の 4 年間に重点的に推進すべき政策を取りまとめました。 
併せて、政策を進めるにあたり⼟台となる⾏財政運営を⽰しました。 
 
◇中⻑期的な戦略 

  2030（平成 42）年を展望した、横浜の持続的成⻑・発展を実現するための６つの戦略 
   

戦略１ 『⼒強い経済成⻑と⽂化芸術創造都市の実現』 
  戦略２ 『花と緑にあふれる環境先進都市』 
  戦略３ 『超⾼齢社会への挑戦』 
  戦略４ 『⼈が、企業が集い躍動するまちづくり』 
  戦略５ 『未来を創る多様な⼈づくり』 
  戦略６ 『未来を創る強靭な都市づくり』  
 ◇３８の政策  
  中⻑期的な戦略に沿って、直⾯する課題や社会経済状況の変化にしっかり対応するため、計画期

間の４年間で重点的に推進すべき政策  
 ◇⾏財政運営  
  政策を進めるにあたっての⼟台となる持続可能な⾏財政運営の取組 
   

⾏政運営 現場主義の⾏政運営と市⺠サービスのさらなる向上 
  財政運営 「施策の推進と財政健全性の維持」の両⽴  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平 成 3 0 年 ５ 月 ９ 日 
政 策 局 政 策 課 
総務局行政・情報マネジメント課 
財 政 局 財 政 課 
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裏面あり 詳細な内容は、「横浜市中期４か年計画 2018〜2021」（素案）冊⼦をご覧ください。 

「横浜市中期４か年計画 2018〜2021」（素案）へのご意⾒・ご提案を募集します。 
いただいたご意⾒等は、今後の計画策定に向けて参考にさせていただきます。 
□ご意⾒・ご提案の提出⽅法 
 冊⼦添付のはがきや、FAX や電⼦メール、直接ご持参の⽅法でご意⾒をお寄せください。 
□提出先 
 郵   送︓ 〒231-0017 横浜市中区港町１-１ 横浜市政策局政策課 あて 
 電⼦メール︓ss-chuki2018@city.yokohama.jp FAX︓663-4613 

「横浜市中期４か年計画 2018〜2021」（素案）を策定しました︕ 
〜素案に対するご意⾒を募集します〜 

パブリックコメントを実施します︕（５⽉ 14 ⽇（⽉）から６⽉ 22 ⽇（⾦）まで） 



 

 
 
■閲覧⽅法・配布場所について 
 中期４か年計画 2018〜2021 の策定期間中の情報は、下記ホームページでご覧いただけます。 
  http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/seisaku/chuki2018-/ 
 ※ホームページでの公開開始は５⽉９⽇（⽔）11 時を予定しています 
 
 また、「中期４か年計画 2018〜2021」（素案）冊⼦は、市⺠情報センターと各区役所（広報相談
係）でも配布しています。 
 
 
 
 
■策定スケジュール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

お問合せ先 
Ⅰ 本市を取り巻く状況 

政策局政策課⻑ ⿑藤 達也 045-671-3912 Ⅱ 中期４か年計画 2018〜2021 の枠組み 
Ⅲ 中⻑期的な戦略 
Ⅳ ３８の政策 

Ⅴ 
⾏財政運営 
⾏政運営 総務局⾏政・情報マネジメント課⻑ ⽥中 敦 045-671-2112 
財政運営 財政局財政調査担当課⻑ 安住 秀⼦ 045-671-3897 

Ⅵ ⼤都市制度 政策局⼤都市制度推進課⻑ ⻄橋 妙乃 045-671-4323 
 計画期間中の「主な施策（事業）」の概算

⾒込額と財政⾒通し 
政策局政策課⻑ 
財政局財政課⻑ 

⿑藤 達也 
髙澤 和義 

045-671-3912 
045-671-2230 

 有識者意⾒ 政策局政策課⻑ ⿑藤 達也 045-671-3912 
 

平成 30 年９⽉頃 原案の策定 
素案に対するご意⾒を反映します。 

平成 30 年５⽉ 素案の策定 
具体的な⽬標や取組内容をお⽰しします。 

 

素案に対するパブリックコメントの実施等 

今回 

「横浜市中期計画 2018〜2021」は、横浜市議会基本条例第 13 条第２号に基づき、 
原案を基に市会に議案を提出する予定です。 


